
西宮市会計年度任用職員の給与等を定める要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市の会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、西宮市会計年度任用職員の給与等に関する条例

（平成３１年西宮市条例第１８号）及び西宮市会計年度任用職員の給与等に関する条例施

行規則（平成３１年西宮市規則第８４号）の例による。 

 

 （給料及び報酬） 

第３条 会計年度任用職員の給料及び報酬は、Ａ職員については、別表第１に定める月額を

基本とし、Ｂ職員については、別表第２に定める日額を基本とする。 

 

 （雑則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、任命権者が別

に定める。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

職務の級 標準的な職務 月額(※) 

１級 定型的・軽易な業務 １６３，４００円 

２級 専門的知識・経験を要する業務 １７３，０００円 

３級 相当高度の専門的知識・経験を要する業務 １８２，６００円 

４級 高度の専門的知識・経験を要する業務 １９２，３００円 

５級 特に高度の専門的知識・経験を要する業務 ２０１，７００円 

６級 極めて高度の専門的知識・経験を要する業務 ２１９，７００円 

７級 その他 別に定める 

（※）週勤務時間が３０時間の場合の額。週勤務時間が３０時間以外の場合は、当該週勤

務時間により比例計算して得た額（１００円未満の端数があるときは、これを四捨五

入して得た額）。 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

職種 日額(※) 職種 日額(※) 

事務 ８，１１０円 作業療法士 １７，５９０円 

電話交換手 ８，１８０円 言語聴覚士 １５，１１０円 

衛生作業員 １１，１４０円 精神保健福祉士 １１，２７０円 

保育士 ９，５８０円 准看護師 １０，１４０円 

保育補助 ９，０９０円 看護師 １１，５１０円 

調理員 ８，３３０円 保健師 １１，８５０円 

自動車運転手 １０，８７０円 栄養士 ９，１７０円 

臨床検査技師 １１，５１０円 薬剤師 １１，８５０円 

（※）一日の勤務時間が７時間４５分の場合の額。一日の勤務時間が７時間４５分以外の

場合は、当該勤務時間により比例計算して得た額（１０円未満の端数があるときは、

これを四捨五入して得た額）。 

 

 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。ただし、別表第２の規定は令和６年４月１

日から適用する。 

 


